
令和 4 年 3 月 1 日  

             

各務原市内 居宅介護支援事業所  各位 

（※本メールは全宛先ＢＣＣにて送付しております） 

  

いつもお世話になっております。 

各務原市役所 介護保険課の森と申します。 

 日頃より市政並びに市介護保険行政にご理解とご協力を賜りまして誠にありが

とうございます。 

 さて、「特定事業所集中減算」につきまして、判定期間後期分（令和３年９月

１日～令和４年２月末日）において、作成された居宅サービス計画に位置づけ

られた訪問介護サービス等の提供総数のうち、同一の訪問介護サービス等に係

る事業者によって提供されたものの占める割合が８０％を（正当な理由なく）

超えた場合については、減算が適用されます。 

  

🔴算定の結果、８０％を超えた場合 

 減算の適用に関わらず、令和４年３月１５日（火）までに、市へ書類の提出

をお願いいたします（期限厳守）。 

 ※郵送で提出の場合は、３月１５日（火）当日消印有効 

  

🔴算定の結果、８０％を超えなかった場合 

 書類の提出は不要ですが、各事業所において、当該書類を５年間保存してく

ださい（実地指導等で確認します）。 

  

🔴「減算の適用：なし ⇒ あり」 または 「減算の適用：あり ⇒ なし」

の場合 

 「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」も同時にご提出ください。 

 ＵＲＬ（様式）：

https://www.city.kakamigahara.lg.jp/business/kaigohoken/1009140

/1010609.html 

  

🔴「特定事業所集中減算」の減算を受ける場合は、「特定事業所加算」が算定

できませんのでご注意下さい。 

  

🔴詳細につきましては、各務原市ウェブサイト「居宅介護支援事業所における

特定事業所集中減算について」に掲載しておりますので、ご確認ください。 

https://www.city.kakamigahara.lg.jp/business/kaigohoken/1009140/1010609.html
https://www.city.kakamigahara.lg.jp/business/kaigohoken/1009140/1010609.html


 ＵＲＬ：

https://www.city.kakamigahara.lg.jp/business/kaigohoken/1009119

/1009129.html 

  

以上、ご対応のほどよろしくお願いいたします。 

  

************************************ 

各務原市役所 健康福祉部 

介護保険課   施設指導係  森 優華 

TEL 058-383-2067（直通） 

FAX 058-383-6365 

mail kaigo@city.kakamigahara.gifu.jp 

************************************ 
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